
 上尾市老人福祉センター管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和８年３月３０日    

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第３９号  

上尾市老人福祉センター管理規則の一部を改正する規則  

 上尾市老人福祉センター管理規則（昭和５６年上尾市規則第７号）の一部

を次のように改正する。  

 第２条中「利用（利用変更）申込書」を「利用証（変更）申込書」に改め、

「第１号様式）」の次に「（同項の規定による許可を受けようとする者が条

例第６条第２項に規定する者の場合にあっては、利用（利用変更）申込書

（第２号様式））」を加え、「市長」を「条例第１７条に規定する指定管理

者」に改める。  

第３条第１項中「利用券（第２号様式）」を「上尾市老人福祉センター利

用証（第３号様式）」に改め、同条第２項を次のように改める。  

２  前項の規定にかかわらず、条例第６条第２項に規定する者の条例第７条

第１項の規定による許可は、上尾市老人福祉センター利用券（第４号様式）

を交付して行うものとする。  

 第４条中「前条第１項」を「前条第２項」に改める。  

 第１号様式から第３号様式までを次のように改める。  

  



第 1号様式(第 2条関係) 

 

         利用証（変更）申込書   番号（  －  ） 

ふりがな  

男・女 

登録年月日 

氏  名 
  

住  所 上尾市 

電話番号                （        ） 

生年月日         年     月     日（     歳） 

世帯構成    １）単身世帯    ２）夫婦世帯     ３）同居世帯 

緊急連絡先 

氏 名 
 続 柄

（居住地） 
    （    ） 

携帯電話 

(自宅) 
            （        ） 

※勤務先等             （        ） 

※かかりつけ

病院 
               病院電話 

※緊急連絡先（勤務先等、かかりつけ病院)は、任意でのご記入をお願いします。 



第 2号様式(第 2条関係) 

 

利用(利用変更)申込書 

 

 

年  月  日 

 

  指定管理者 

 

 

申請者(団体の場合は団体名・代表者名) 

 

 

住 所               

 

氏 名        (電話)    

 

 

 次のとおり利用(利用変更)したいので申し込みます。 

  
利 用 日 時 年   月   日 

時から 

時まで 

人 員 

人 

市 内 
60歳以上 男   人  女   人 

60歳未満 男   人  女   人 

市 外 
男   人 

女   人 

目 的 レクリエーション・会議 
その他 

(   ) 

設 備 集会室・娯楽室・その他(   ) 

使 用 料 円 免除事由 
  

変 更 事 由 

  

  

 



第 3号様式(第 3条関係) 

 

 

 

上尾市老人福祉センター（ことぶき荘）利用証 

住  所 

 

氏  名 

 

番号（（    ―     ） 

電話番号 
 

生年月日       年    月    日 

           年  月  日 発行 

指定管理者        印 

 



 第３号様式の次に次の１様式を加える。  

  



第 4号様式(第 3条関係) 

 

 

   

 

 

上 尾 市 老 人 福 祉 セ ン タ ー 
 

こ  と  ぶ  き  荘 

 

 

利      用      券 

 

（利 用 日） 

 

 

 

 

            様 

 

 

 

 

 

  

 

 下記のとおり領収しました。 

 

（日 付） 

 

          指定管理者              印   

 

 

 

 

 

          （金 額） 

                   円 

 



   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の上尾市老人福祉セン

ター管理規則（以下「旧規則」という。）第２条の規定に基づいて提出さ

れている申込書は、この規則による改正後の上尾市老人福祉センター管理

規則（以下「新規則」という。）第２条の規定に基づいて提出された申込

書とみなす。  

３  この規則の施行の際、現に交付されている旧規則第２号様式及び第３号

様式による書類は、それぞれ、新規則第４号様式及び第３号様式によるも

のとみなす。  


